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１ 規則等の案の題名 

  静岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部改正について（案） 

 

２ 意見公募手続を実施した期間 

令和６年 10月 10日（木）から令和６年 11月 11日（月）まで 

 

３ 定めた規則等の題名 

静岡市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（令和７年静岡市規則第 64号） 

 

４ 規則等の公布年月日 

  令和７年３月 31日 

 

５ 規則等の案と定めた規則等の差異 

既に公表した規則等の案の内容 現に定めた規則等の内容 理由 

（氏名又は名称を明らかにする措置） 

第 13条（略） 

２ 条例第４条第４項に規定する氏名又は

名称を明らかにする措置であって規則で

定めるものは、処分通知等に係る情報に

電子署名を行い、当該電子署名に係る電

子証明書を当該処分通知等に併せて市長

（氏名又は名称を明らかにする措置） 

第 13条（略） 

２ 条例第４条第４項に規定する氏名又は

名称を明らかにする措置であって規則で

定めるものは、次に掲げるものとする。 

（１）処分通知等に係る情報に電子署名を

行い、当該電子署名に係る電子証明書

次の理由により規則等の内容を修正しまし

た。 

 「処分通知等を行った市長等を確認する

ための措置」を別に定めることができる

のは、市長等ではなく、市長に限定する

ことが適切であるため、「市長等が別に定

める方法」から「市長が別に定める方法」

規則等の案と定めた規則等の差異について 
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等の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する措置とする。ただし、

市長等が別に定める方法により処分通知

等を行った市長等を確認するための措置

を講じるときは、この限りでない。 

を当該処分通知等に併せて市長等の使

用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する措置 

（２）市長が別に定める方法により、処分

通知等を行った市長等を確認するため

の措置 

としました。 

 「氏名又は名称を明らかにする措置」を

明確に定める必要があるため、ただし書

きの追加ではなく、既存措置を第１号、

新たな措置を第２号とする構成としまし

た。 

 

 


